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論　　文　　の　　要　　旨

　（1）本論文の構成

　本論文は，8章，本文646頁，参考文献リスト44頁より成っている。

　（2）本論文の意図と研究方法

　本論文の意図は，明治時代の中期に成立した「教育勅語」の思想の本質を解明し，この勅語が

臼本の近代化に果たした役割を明らかにすることである。研究方法としては，勅語の成立の背景

や発布後の修身教育の変遷等については歴史的方法を用い，勅語の内容分析等については哲学的

方法によっている。

　（3）本論文の内容の概要

　序章では，以上のような研究の意図と方法の他に，教育勅語に関する先行研究の検討を通じて，

筆者のオリジナルな分析の視点が示されている。そして，ここでは，教育勅語の思想の申核とな

っているのは「家族皇国観に基づく忠孝一致論」である，という本論文の結論があらかじめ述べ

られている。

　第一章では，江戸時代において，「家族皇国観」がどのように芽生えてきたのかという問題意
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識に立ち，水戸学や国学の政治倫理思想について考察している。その結果，幕末の水戸学の政治

恩想では日本を「神州」ととらえ，万世一系の天皇による統治，君民一体，忠孝一体の観念があ

らわれ亨さらに国学では，一君万民，忠孝一致といった「家族皇国観」の根本となる理論が芽生

えてきていることを明らかにしている。

　第二章では，「家族皇国観」の萌芽が明治期に入ってどのように成長していったかを吟味して

いる。明治維新によって，日本は天皇制による中央集権国家の体制を確立し，この申で，「家族皇

国観」の大きな要素である国家，天皇絶対主義的な「忠」が強く求められるようになり，また，

教育面では，明治初期における西洋の知識，技術の重視に対し，儒教的忠孝道徳の復活が求めら

れた。しかし，この時期にはまだ国家イデオロギーとして，忠孝が結びつけて説かれたわけでは

なく，「家族皇国観」は明確にはあらわれていないと結論している。

　第三章では，勅語の成立事情を問題とし，なぜ勅語が必要となったのか，勅語が国氏教育に求

めたものは何であったかを究明している。その結果，日本の独自の神道的忠孝道徳を国民教育の

根本に据えることによって忠良な臣民を育成するのが求められたこと，さらに，このような精神

的基礎の上に，国家にとって有用な知識や技術を西洋から採り入れ，日本の国家発展を図ろうと

する方針が示されていることが明らかにされている。

　第四章では，勅語内容そのものの哲学的分析を行っている。勅語は前文，中間文，後文に分け

られるが，前文内容の考察により，天皇と国民を単に治者，被治者という支配一服従の関係だけ

でとらえるのではなく，神国思想に基づいて家父長制による本家一分家の関係を認め，日本は一

大家族国家であるという「家族皇国観」が根本思想となっていることを明らかにしている。した

がって，天皇に尽くすことは「忠」だけでなく，「孝」の意味をも含み，ここから「忠孝一致論」

が展開されることになるというのである。

　中聞文の考察においても，家族皇国としての日本の秩序安定と国家発展のために，すべての徳

目を忠と結びつける道徳観に墓づいていることが明らかにされ，これは儒教の忠孝道徳と異なり，

国家君主としての天皇に対する忠と，国民の総本家としての天皇に対する孝を一体として求める

ものであることを強調している。

　後文の考察では，「皇祖皇宗の遺訓」である忠孝道徳を，天皇と国民が一体となって実践して

いく「君民一徳」の思想が特に注目されている。

　第五章では，教育勅語にみられる「家族皇国観」が，その後の学校教育を通じて国民にどのよ

うに植えつけられていったか，これを学校教育に関する規則と修身教科書の内容の両面から究明

している。諸規則では，教育勅語の趣旨に基づいて国民教育を行うこと，修身科を教科課程の首

位に置くことが定められ，また修身教科書では，とりわけ戦時体制下では，国家や皇室に対する

道徳，すなわち，「忠君愛国」を強調する内容が多く，家族皇国観的な記述が前面に押し出され

たことが指摘されている。

　第六章は「家族皇国観」の形成と展開，その本質について論述している。幕末における水戸学，

一g一



国学の国家論としての家族皇国観の萌芽を受け継いだ明治期は，復古主義的教育思想や大日本帝

国憲法の中でその萌芽を成長させ，ついに教育勅語の中で，国家イデオロギーとして，この家族

皇国観が明確に示されたというのである。

　家族皇国観の本質究明に関しては，「家族主義」と「国家絶対主義」とが神話的信念によって

結びつけられている構造を明らかにし，この両者が結びつくところに日本的忠孝一致論が生まれ

るのであり，この点こそが家族皇国観の本質となっている，と結論している。要するに；天皇に

対して「忠と孝」をもって仕えることを説くのがこの家族皇国観の本質であるというのである。

　終章では，日本国家の近代化に対し，教育勅語及び家族皇国観の果した大きな役割を明らかに

すると共に，国民一人一人を国家目的を達成する手段としてとらえ，また国際社会に対しては，

軍国主義を助長させたという点でマイナス面もあることを指摘している。

　さらに，筆者の母国インドネシアの国家原理である「パンチャシラ」との比較を通して，教育

勅語の恩想の特色は以下のように評価されている。

　第一，パンチャシラでは，万物の創造主で究極的存在である神への信仰の重要性が説かれてい

るが，勅語で説かれる「皇祖＝神」は哲学的神観念ではなく，政治と強く結びついた国家主義的

神観念といえる。

　第二，パンチャシラでは，神の下における人間の平等観に基づいて，他人の自由や権利を認め

る「人道主義」と，インタナショナルな人聞関係が重視されているが，勅語では上下の人聞関係

を強調し，国際協調にも積極的な姿勢を示していない。

　第三，インドネシアを構成する多様な民族の国家的統合をめざすパンチャシラの「民族主義」

と異なり，勅語に見られるのは，大和民族という単一民族観に基づく国粋的自国観としての民族

主義である。

　第四，パンチャシラでは「民主主義」に立脚した国家運営を目ざすのに対し，勅語では立憲君

主主義の立場をとりながらも，根本思想としては天皇絶対主義に基づく国家体制を理想としてい

る。

審　　査　　の　　要　　旨

　本論文の筆者は外国人であるにもかかわらず，現代の日本文はもとより，明治，更には江戸時

代にまでさかのぼり，難解な日本語文献を相当程度まで読解し，本論文もあえて日本語でまとめ

上げている。その努力と力量には驚くべきものがある。

　本論文を貫く申心間題は「家族皇国観」の形成と展開，その本質の究明にある。筆者は，普通，

「家族国家観」といわれるものを，日本独自の国家観念をよりはっきりさせようとの意図から

「家族皇国観」と言い換えている。　「家族国家観」については石田雄らによってかなり論及され
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ている。しかし，これら先行研究においては，教育勅語に家族国家観の萌芽を認めるだけであっ

て両者の関係に関する哲学的考察が弱い，として，筆者はこの考察をさらに掘り下げ，教育勅語

の中で，国家イデオロギーとして，この家族皇国観が明確に示された，と論証している。このよ

うにして教育勅語の内容構造の論理的解明に力を入れた。この究明には大いに価値がある。

　しかし，日本語にたん能とはいえ，日本文献の読解にはまだ不十分な点も多く，それが時には

吟味の深まりを妨げ，平板な吟味に終る結果にもなっているようである。この点の克服は今後の

継続的研究に期待したい。

　よって，著者は教育学博士の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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